
あ
る
〕
）
の
城
に
送
る
。

な
き
が
ら

吉
弘
統
幸
は
享
年
一
一
一
九
歳
。
亡
骸
は
別
府
、
宝
泉
寺
（
石
垣
西
一
一
一
丁
目
、

県
立
鶴
見
丘
高
校
の
東
側
、
臨
済
宗
太
平
山
宝
泉
寺
）
の
僧
侶
、
里
人

（
村
人
）
と
共
に
こ
の
地
に
葬
り
「
統
雲
院
殿
、
傑
勝
運
英
、
大
居
士
」

と
戒
名
を
つ
け
る
（
現
在
、
宝
泉
寺
に
吉
弘
統
幸
の
肖
像
画
及
び
位
牌

が
祁
ら
れ
て
い
る
）
・

統
幸
公
の
忠
節
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、
熊
本
城
主
細
川
侯
に
よ

り
神
殿
（
石
洞
）
を
建
て
そ
の
忠
節
を
祁
り
、
墳
墓
の
そ
ば
に
一
株
の

松
を
植
え
た
。
の
ち
、
統
幸
公
の
二
男
正
久
が
細
川
氏
に
仕
え
て
い

る
。
年
を
経
て
、
老
松
が
枝
を
垂
れ
、
往
来
の
旅
人
や
参
勤
交
代
の
諸

一
吉
弘
神
社
内
、
拝
殿
左
手
前
側
の
石
碑
、
「
吉
弘
神
社
の
由
来
」

要
約

慶
長
五
年
（
西
暦
一
六
○
○
）
九
月
十
三
日
、
黒
田
如
水
の
先
発
隊

三
千
人
（
総
勢
八
千
か
ら
九
千
人
）
お
よ
び
木
付
城
の
松
井
康
之
の
手

よ
し
む
ね

勢
、
お
よ
そ
一
一
百
人
と
大
友
義
統
九
百
人
の
軍
勢
と
が
九
月
九
日
か
ら

む
れ
ゆ
き

石
垣
原
に
お
い
て
戦
い
、
大
友
軍
右
翼
の
大
将
吉
弘
嘉
兵
衛
統
幸
と
黒

ゆ
き
ふ
さ

田
方
の
勇
将
井
上
九
郎
衛
門
之
房
と
が
雌
雄
を
決
し
、
井
上
に
圭
口
弘
統

幸
が
敗
れ
て
戦
死
す
る
。
続
幸
の
首
級
は
実
相
寺
山
に
て
黒
田
如
水
孝

騨
蝿
雨
噸
鯛
蝿
噛
蝿
蝿
間
凶
別
刷
Ⅷ
捌
瞬
Ⅲ
１
１
‐
‐
‘
１
１
１
‐
Ｉ

誰

吉
弘
神
社
の
歴
史癖;噛恥趣

き弘尚鰻良

高
の
検
分
を
受
け
た
後
、
吉
弘

か
け
い

統
幸
の
郷
里
、
屋
山
寛
（
現

豊
後
高
田
市
、
屋
山
〔
別
称
八

面
山
、
標
高
五
四
三
ｍ
、
長
安

寺
の
東
側
〕
、
〔
統
幸
の
墓
は
豊

後
高
田
市
松
行
、
金
宗
院
跡
に

矢
島
嗣
久

公
も
こ
の
墓
前
を
乗
り
合
わ
せ

る
と
き
は
必
ず
下
馬
し
て
参
詣

す
る
。
そ
の
た
め
「
下
馬
の
松
」

と
い
う
。
今
は
地
名
と
な
る
。

惜
し
い
か
な
、
明
治
初
年

（
一
八
六
八
）
、
心
な
き
者
が
こ

の
松
を
伐
採
し
た
。
の
ち
、
大

分
県
知
事
田
中
千
里
が
来
て
、

自
ら
二
代
目
の
松
を
植
え
、
そ

の
史
跡
を
明
ら
か
に
し
た
。

㈹
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》
一
諦
記
渉
嬉
二
年
（
１
６
５
９
〉
青
未
育
Ｌ
の

一
一
鐸
灘
識
溌
蕊
灘
識
苓
…

平
磯
銚
菓
吃
斤
１
官

刺
雲
徹
市
韮
瑳
爾
委
寓
香
含

宝
泉
寺
は
別
府
市
石
垣
西
三
丁
目
八
に
あ
り
、
県
立
鶴
見
丘
高
校
の

東
側
に
あ
る
。

吉
弘
神
社
の
神
殿
（
石
洞
）
は
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
か
ら
翌
十

年
頃
、
拝
殿
は
嘉
永
七
年
（
嘉
永
七
年
は
存
在
せ
ず
、
嘉
永
六
年
の

翌
年
は
安
政
元
年
〔
一
八
五
四
〕
）
九
月
に
造
営
さ
れ
、
そ
の
後
大
正

十
一
年
（
一
九
二
二
）
九
月
に
子
孫
吉
弘
茂
義
氏
・
崇
敬
者
が
政
府
の

許
可
を
受
け
て
神
殿
、
拝
殿
を
造
営
し
た
。

現
在
の
新
拝
殿
は
慶
長
五
年
（
一
六
○
○
年
）
よ
り
四
百
年
の
記
念

事
業
と
し
て
平
成
十
三
年
（
二
○
○
一
）
四
月
に
創
建
さ
れ
た
。

荒
一

曇
（
極
潔
蕊
灘
灘
懲
謬

一
鐘
若
普
裁
将
誘
碧
蕊
箪
・
悪
い
わ
れ
ぞ
い

一
等
蕊
健
欝
師
・
魂
、
で
誹
講
ぁ
裟
篇
．

『
近
く
膿
あ
農
篠
嶺
弘
銃
奉
り
二
野
正
久
段
洗

一
洛
縁
雌
餓
が
毒
訟
蕊
泰
の
た
り
に
連
立
』
だ
。
ひ
の
で
、
鍔

・
一
《
・
高
営
・
節
、
石
謹
栽
基
鍵
匂
土
便
遮
零
亭
私
で
い
蔑
宙

二
吉
弘
統
幸
の
墓

吉
弘
嘉
兵
衛
続
幸
の
墳
墓
の

右
手
前
下
に
「
吉
弘
統
幸
墓
」

の
木
製
の
説
明
板
が
建
て
ら
れ

て
い
る
。

「
吉
弘
統
幸
墓

昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）

五
月
十
日
別
府
市
指
定
有
形

文
化
財

社
殿
の
裏
手
に
あ
る
板
碑
型

鍵
篭
蕊

2４

石
垣
積
基
礎
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

か
の
え
う
ま

前
面
の
香
炉
台
に
は
、
「
明
治
一
二
庚
午
年
（
一
八
七
○
年
）

奉
寄
進
肥
後
山
形
照
？
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
墓
地
内
（
北
側
）
に
あ
る
総
高
一
・
四
四
ｍ
の
墓
碑
は
、
続

む
ろ
り
せ
い
ざ
え
も
ん
つ
ち
の
と
い
み

幸
の
家
臣
室
理
清
左
衛
門
の
墓
で
、
「
己
亥
〔
標
示
板
の
巳
亥
の
巳

み
ご

は
己
（
つ
ち
の
と
）
の
間
違
い
〕
万
治
一
一
年
（
一
六
五
九
）
正
月

十
六
日
」
の
銘
が
あ
る
。

石
垣
原
合
戦
に
関
す
る
遣
構
が
次
々
と
消
失
す
る
中
で
、
当
時
の
面

影
を
残
す
貴
重
な
遣
構
で
あ
る
。

平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）
十
二
月
一
日

別
府
市
教
育
委
員
会
」

の
墓
碑
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
○
○
）

の
石
垣
原
の
合
戦
で
戦
死
し
た
大
友

義
統
方
の
武
将
吉
弘
嘉
兵
衛
統
幸
の

墓
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
墓
は
総
高

一
・
八
五
ｍ
で
、
刻
銘
は
な
い
。

近
く
に
あ
る
石
殿
は
、
吉
弘
統
幸

ま
さ
ひ
き

の
一
一
男
正
久
が
仕
え
た
（
肥
後
の
）

細
川
氏
が
吉
弘
統
幸
の
た
め
に
建
立

し
た
も
の
で
、
総
高
二
・
六
六
ｍ
、

〃

耶
国
ロ
・
尊
詞
碗
曙
群
興
味

壷
和
‐
抑
判
‐
‐
仰
‐
皿
祁
‐
３
．
、
．
・
Ｊ
１
一
甫
棚
ｌ
畝
罰
殆
関
勇
ｐ
ｂ
Ｐ
ｌ
ｒ

窪
司
》
慧
弘
統
幸
墓

〕
一
認
諏
“
桑
５
月
、
日
別
府
吏
奪
急
形
寺
花
斯

言
‐
到
圭
０

ま
た
．
基
地
杓
喉
あ
る
総
高
１
．
狐
ｍ
の
基
碑
胤
、
蕊

零
か
啄
匿
舞
錘
群
垂
娠
畔
の
ま
で
．
”
辱
讐
う
せ
賂
一
へ
抄

§
盟









十
三
太
鼓

奉
納
吉
弘
御
一
統
吉
弘
勇
、
吉
弘
重
幸
、
親
子
よ
り
寄
贈
さ

れ
る

広
島
県
佐
伯
郡
能
美
町
大
字
鹿
川
（
江
田
島
内
西
側
の
中
央

部
）

平
成
二
年
（
一
九
九
○
年
）
九
月
に
は
、
吉
弘
統
幸
没
後
三
九
○
年

祭
を
記
念
し
て
別
府
市
の
吉
弘
神
社
前
の
公
園
で
吉
弘
楽
が
奉
納
さ
れ

た
○

た
。
家
臣
一
同
、
主
人
を

あ
っ
て
吉
弘
村
（
現
国
東

市
武
蔵
町
吉
匿
）
へ
帰
り
、

十
三
日
か
ら
二
日
後
に
行

な
わ
れ
た
徳
川
東
軍
と
西

軍
石
田
三
成
軍
と
の
天
下

分
け
目
の
関
ヶ
原
の
合
戦

の
結
果
を
見
届
け
て
主
君

統
幸
の
墓
前
に
報
告
せ
ん

が
た
め
の
深
い
考
え
が

あ
っ
た
の
が
、
後
で
知
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
翌
年
慶

長
六
年
九
月
十
三
日
、
統

柄
の
槍
を
構
え
て
し
ご
き
、
い
ざ
勝
負
せ
ん
と
火
花
を
散
ら
し
勇
壮
に

戦
っ
た
が
、
再
三
に
渡
っ
て
の
戦
い
に
疲
労
そ
の
局
に
達
し
、
遂
に
我

に
利
あ
ら
ず
、
三
十
七
才
を
一
期
と
し
て
石
垣
原
の
露
と
消
え
た
。
現

在
も
吉
弘
神
社
境
内
に
等
身
大
の
墓
石
が
残
さ
れ
て
い
る
。

統
幸
は
数
度
に
渡
る
戦
い
に
力
尽
き
、
弓
矢
折
れ
、
家
臣
室
理
せ
い

ざ
衛
門
の
肩
に
か
か
り
統
幸
は
小
高
い
丘
の
上
に
上
が
り
自
害
し
て
果

て
た
・
そ
の
時
、
彼
を
介
錯
申
し
上
げ
た
の
が
一
族
の
室
戸
衛
門
で
あ
っ

た
。
家
臣
一
同
、
主
人
を
丁
重
に
葬
っ
た
後
、
理
せ
い
ざ
衛
門
は
仔
細

－２８－

十
四
室
理
せ
い
ざ
衛
門
の
墓

国
東
市
武
蔵
町
在
住
の
室
利
則
氏
か
ら
の
手
紙
の
要
約
。

室
家
は
吉
弘
家
初
代
正
堅
以
来
吉
弘
家
第
十
一
代
続
幸
が
慶
長
五
年

（
一
六
○
○
年
）
九
月
十
三
日
討
ち
死
に
し
た
と
き
ま
で
、
代
々
統
幸

の
重
臣
と
し
て
仕
え
て
い
た
。
吉
弘
神
社
裏
の
熊
本
肥
後
藩
主
細
川
が

建
立
し
た
統
幸
石
殿
に
向
か
っ
て
右
側
に
あ
る
室
理
せ
い
ざ
衛
門
の
墓

は
室
家
の
祖
先
の
墓
で
あ
る
。

主
君
吉
弘
続
幸
は
合
戦
当
時
へ
大
友
第
二
陣
の
総
大
将
と
し
て
最
右

翼
の
陣
に
付
き
、
六
度
に
渡
り
敵
陣
に
突
入
し
、
幾
多
の
戦
果
を
挙
げ

ゆ
き
ふ
さ

た
。
最
後
は
黒
田
軍
の
大
将
井
上
九
郎
左
衛
門
之
房
と
渡
り
合
い
、
朱





と
記
さ
れ
て
い
る
。

十
八
神
社
西
側
の
烏
居
と
石

神
社
西
側
の
道
路
に
面
し

た
．
鳥
居
に
は
「
平
成
十
三
年

（
二
○
○
一
）
三
月
、
別
府
市

（
有
）
橋
本
石
材
店
橋
本

章
三
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
石
碑
に
は

「
平
成
十
七
年
（
二
○
○
五
）

九
月
吉
日
建
碑

宮
司
山
村
太
一

責
任
総
代
下
和
田
巌

佐
藤
泰
造

矢
田
詔
之

世
話
総
代

神
社
西
側
の
烏
居
と
石
碑

十
九
帆
足
蔵
太
に
つ
い
て

吉
弘
神
社
の
創
立
者
は
帆
足
蔵
太
石
垣
村
長
で
あ
る
。
帆
足
蔵
太
は

杵
築
史
談
会
会
長
の
久
米
忠
臣
氏
（
杵
築
市
在
住
）
の
祖
父
の
叔
父
に

あ
た
る
。
子
孫
は
別
府
市
亀
川
に
在
住
さ
れ
て
い
る
。

同
L一一

謝
辞

吉
弘
神
社
、
宮
司
山
村
太
一
氏
、
東
京
都
世
田
谷
区
在
住
の
吉
弘

尚
正
氏
、
杵
築
市
在
住
、
杵
築
史
談
会
会
長
の
久
米
忠
臣
氏
、
国
東
市

武
蔵
町
在
住
の
室
利
則
氏
に
資
料
及
び
原
稿
の
校
正
を
お
願
い
し
ま

し
た
。

二
十
度
池
長
良
に
つ
い
て

匿
池
長
良
は
愛
媛
県
松
山
市
の
出
身
で
、
当
時
旧
制
杵
築
中
学
の
国

語
の
教
師
を
し
て
い
た
。
夫
人
は
大
分
県
杵
築
の
出
身
で
久
米
忠
臣

氏
の
分
家
筋
に
あ
た
る
。
長
良
は
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
五
月

二
十
六
日
か
ら
夫
婦
共
に
吉
弘
神
社
の
宮
司
と
し
て
社
務
所
に
住
居
し

た
。
吉
弘
氏
の
伝
記
は
別
府
及
び
大
分
県
立
図
書
館
か
ら
資
料
集
め
を

し
た
。
な
お
、
別
府
市
長
の
末
松
浩
一
郎
氏
及
び
別
府
図
書
館
長
、
兼

子
鎮
雄
氏
か
ら
資
料
を
頂
い
た
。
伝
記
は
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）

一
月
二
日
よ
り
清
書
を
始
め
、
同
年
三
月
七
日
に
完
成
さ
せ
た
。

昭
和
二
十
年
四
月
七
日
に
春
季
大
祭
式
典
後
、
「
吉
弘
神
社
祭
神

吉
弘
統
幸
公
惇
全
巻
」
完
成
の
報
告
式
を
執
り
行
っ
て
い
る
。

昭
和
二
十
二
年
五
月
に
「
吉
弘
統
幸
公
惇
」
の
孔
版
印
刷
、
発
行
を

し
て
い
る
。
大
阪
市
東
成
区
で
印
刷
、
製
本
さ
れ
た
。
な
お
、
庚
池
氏

は
当
時
、
別
府
市
か
ら
大
阪
市
阿
倍
野
区
に
住
居
し
て
い
た
。

－３０－




